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１０月１１日から同月２０日までは、
全国地域安全運動 の期間です。
犯罪のない安全で安心して暮らせる

地域社会を目指して、地域で防犯活動
に取り組みましょう。

運動重点

〇 ニセ電話詐欺、SNS型投資・ロマン

ス詐欺の被害防止

〇 子供と女性の犯罪被害防止

〇 自転車盗の防止

ニセ電話詐欺 ～犯人は国際電話を悪用して
あなたを狙っています～

〇 固定電話であれば、無料で国際電話番号の着信
を拒否することができます

〇 電話でお金の話がでたら、相手が
誰であっても詐欺を疑いましょう。

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺
～被害時の犯人からの連絡方法はLINE
が約９割を占めています～

〇 面識のない人からのLINEの「友達申請」、
「メッセージ受信」を拒否する設定にしましょう。

〇 SNSやインターネット上の投資話には注意し
ましょう。
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９月２日午前９時ころ、大字今古賀にあるスーパ
ーにおいて、食料品の万引き事件が発生し、犯人
の男は車で逃走しました。
同日午前１１時ころ、大字別府の路上において、
逃走した車に酷似する車を発見し、乗車していた
男が万引き事件の犯人と判明したため、その男を
検挙しました。

9月18日午後８時ころ、大字別府の三軒屋踏切において、
車を運転していた１９歳男性が通行禁止標識を見落とし、車
両通行不可の狭路踏切を横断しようとしました。
しかし、横断することができずに途中で後退したところ、

右後輪が脱輪してしまい、約３０分間、踏切内で停車して、
電車の運行を妨害してしまいました。

刑法第２３５条の「窃盗」に該当します。
罰則は、１か月以上１０年以下の拘禁又は１万円
以上５０万円以下の罰金です。

男性の行為は、「鉄道営業法違反」や 「過失往来危険罪」、
「威力業務妨害罪」等にあたる可能性があります。
故意ではないとはいえ、多くの人に迷惑をかけてしまうこと
になるため、道路標識は確実に確認しましょう。

車上ねらい 0 物件 26
自転車盗 2 人身 1
オートバイ盗 0
自販機ねらい 0
侵入盗 0
その他盗難 3
性犯罪等 0

（令和７年０/１～９/２０現在）
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